
関東矯正管区福祉情報  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.27 

新設された福祉系統の矯正処遇課程とは？ 
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刑法等の一部を改正する法律により、令和７年６月１日から「拘禁刑」が導入され、特性に

応じた処遇を効果的・効率的に実施するため、基本的な処遇類型（矯正処遇課程）が新設され

ました。 

今回は、新設された２４の矯正処遇課程のうち、福祉系統の矯正処遇課程である「高齢福祉

課程」、「福祉的支援課程（知的障害・発達障害）」及び「福祉的支援課程（精神上の疾病又は

障害）」についてご紹介します。 

 

拘禁刑下の処遇 新設された２４の矯正処遇課程 

福祉系統の矯正処遇課程とは 
・・・「高齢」、「知的障害・発達障害」、

「精神上の疾病又は障害」の３つの課

程により、各対象者の特性に応じた指

導・教育やトレーニング・作業、福祉的

支援をはじめとした社会復帰支援な

どの取組を進めていくものです。 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関による福祉支援に係る協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務省及び厚生労働省は、受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢者又は障

害のある者等が、矯正施設出所後に、福祉サービスを円滑に利用できるようにするため、矯正

施設、地方更生保護委員会、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が連携して、

矯正施設在所中から必要な調整を行い出所後の支援につなげる特別調整の取組を実施してい

ます。 

この取組を促進するため、関係機関において、特別調整の対象者等に対する福祉支援に係る

協議会や、各関係機関等が有している制度や施策について相互に情報交換等を行う連絡協議会

等を行っています。 

  

 

 令和８年２月２０日（金）、さいたま

新都心合同庁舎２号館において、関係

機関による「令和７年度刑務所出所者

等に対する福祉支援に係る協議会」を

開催しました。 

当日は、管内の刑事施設、少年院、

保護観察所、地域生活定着支援センタ

ー、更生保護施設、都県の担当者等が

約９０名が参加し、出所者・出院者に

対する福祉的支援について活発な情

報交換等が行われました。 

 

 

福祉支援に係る協議会 

特別調整の取組 


